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むつ市農業委員会第７１１回総会議事録

１．開催日時 ２６年８月１５日（金）午前１０時５０ 分か ら午 前１ １時 ５０ 分

２．開催場所 むつ市役所 大会議室Ａ

３．出席委員（２９名）

議 席 役 職 名 氏 名

１ 農 業 委 員 北 川 岩 男

３ 〃 杉 山 重 一

４ 〃 菊 池 秀 藏

５ 〃 坂 本 正 一

６ 〃 畑 中 光 政

７ 〃 蛯 名 修 一

８ 〃 柏 谷 均

９ 会 長 立 花 順 一

１０ 農 業 委 員 鴨 田 輝 雄

１１ 〃 菅 原 靖 博

１２ 〃 工 藤 輝 雄

１３ 〃 村 口 鉄 雄

１４ 〃 野 里 岩 雄

１５ 〃 嶋 影 秀 子

１６ 〃 向 川 則 勝

１７ 〃 林 忠 久

１８ 〃 小 林 義 顯

１９ 〃 栁 澤 都 市 秋

２０ 〃 福 永 忠 雄

２１ 〃 藤 澤 伊 三 郎

２２ 〃 村 口 利 光

２３ 〃 杉 山 武 美

２４ 〃 本 山 日 満 夫

２５ 〃 柴 田 峯 生

２６ 〃 中 嶋 寿 樹

２７ 会 長 職 務 代 理 者 畑 中 重 宏

２８ 農 業 委 員 板 井 弘 已

２９ 〃 立 花 幸 雄

３０ 〃 水 戸 隆 璽
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４．欠席委員（１名）

議 席 役 職 名 氏 名

２ 農 業 委 員 青 木 明

５．議事の概要

日程第１ 会議録署名委員の指名

日程第２ 会期の決定

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について

議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について

報告事項 農地の転用事実に関する照会について

農業生産法人報告書の届出について

６．会議に従事した職氏名

局 長 工 藤 初 男

次 長 一 家 隆 雄

主任主査 川 村 利 之

主 事 坪 谷 春 花

７．会議録署名委員

５番 坂 本 正 一 ６番 畑 中 光 政

８．会議記録者

農業委員会事務局 主事 坪 谷 春 花



- 3 -

９． 会 議 の 概 要

議長 ただいまから、むつ市農業委員会第７１１回総会を開催いたします。

ただいまの出席委員は、３０名中２９名で定足数に達しております。

本 日、２番 青木委員が 都合に より、欠席の旨通告がありましたので

ご報告いたします。

これより、本日の会議を開きます。

日程第１、会議録署名委員の指名を行います。

会 議録署名 委員は、む つ市農 業委員会会議規則第４３条の規定によ

り議長において、５番坂本委員、６番畑中光政委員を指名いたします。

なお、本日の会議書記には事務局職員の坪谷主事を指名いたします。

日程第２ 、会期の決定を行います。

本 総会は、 本日１日と したい と思いますが、これにご異議ありませ

んか。

各委員 （異議なしの声）

議長 ご 異議があ りませんの で、本 総会の会期は、本日１日とすることに

決定いたします。

それでは、議案審議に入ります。

議 案第１号 、農地法第 ３条の 規定による許可申請２件についてを、

議題に供します。

事務局より、説明願います。

事務局 議 案第１号 、農地法第 ３条の 規定による許可申請についてをご説明

いたします。

受 付第１号 、申請地は 大字奥内字金谷沢３２、面積９５７㎡、売買に

よる所有権移転であります。

申 請地では 、譲渡人が 耕作してきたものであります。譲渡後も継続し

て畑 として利 用するもの であります。本件の権利取得により、周辺の農

地の 効率的か つ総合的な 利用の確保に支障は生じないものと考えられま

す。 調査につ いては、８ 月１日杉山重一委員、坂本委員、菅原委員、事

務局 により許 可申請によ る調査を行い、周辺の農地の利用状況等を調査

した結果、特に問題はないと思われます。

受 付第２号 、申請地は 大字関根字北関根１０８番１、面積１，１２０

㎡、贈与による所有権移転であります。

申 請地では 、同世帯で 耕作してきたものであります。譲渡後も継続し

て畑 として利 用するもの であります。本件の権利取得により、周辺の農

地の 効率的か つ総合的な 利用の確保に支障は生じないものと考えられま
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す。 調査につ いては、７ 月１８日蛯名委員、杉山武美委員、畑中重宏委

員、 事務局に より許可申 請による調査を行い、同世帯内での農地の移動

で、現在の営農状態と変わりは無く、特に問題はないと思われます。

以上で説明を終わります。

議長 た だいまの 説明に関し て、現 地調査を行った委員から補足説明があ

りましたらお願いいたします。

坂本委員 受 付第１号 について調 査した 結果、農地として一部不適切な部分が

あり ますが顛 末書もださ れ、農 地に復元していくとのことですので、

許可相当であると考えます。

議長 議案第１号について、質疑を許します。

質疑ございませんか。

各委員 （異議なしの声）

議長 質 疑 が あ り ま せ ん の で ､議 案 第 １ 号 は 原 案 の と お り 承 認 い た し ま し

た。

議 案第２号 、農地法第 ５条の 規定による許可申請３件についてを、

議題に供します。

事務局より、説明願います。

事務局 議 案第２号 農地法第５ 条の規 定による許可申請についてご説明いた

します。

受 付第１号 、申請地は 金曲一丁目５３０番４、地目は畑、面積１９８

㎡、店舗併用住宅の建設に伴う転用であります。

申 請に至っ た理由とい たしまして、現在借家住まい及び仮店舗で美容

室の 経営をし ております が、本申請により店舗併用住宅を新築すること

で、 借家住ま い及び仮店 舗から脱却するため申請に及んだとのことであ

ります。

調 査につい ては、７月 １８日菅原委員、工藤委員、事務局において調

査し た結果、 近隣に農地 は殆ど無く農業への影響、用途地域も指定され

た土 地であり 、建蔽率も 基準を超えており、許可要件は満たしているも

のと考えられます。

受付第２号及び第３号については、一括してご説明いたします。

申請者は、申請地は柳町三丁目１１３番９、柳町三丁目１１３番２３、

地目 はいづれ も田、面積 ２１０㎡、２４１㎡一般建売住宅兼展示場の建
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設に伴う転用であります。

申 請に至っ た理由とい たしまして、当申請地付近で建築工事業請負業

を営 んでおり 、付近に住 宅展示場を兼ねる建売住宅を建設するため土地

を探 していた が、当農地 以外についても検討はしたものの条件で折り合

いが つかず、 やむを得ず 当申請地を選定し、申請に及んだとのことであ

ります。

調 査につい ては、８月 ３１日杉山重一委員、菅原委員、工藤委員、事

務局 において 調査した結 果、受付第１号同様、近隣に農地は殆ど無く農

業へ の影響、 用途地域も 指定された土地であり、建蔽率も基準を超えて

おり、許可要件は満たしているものと考えられます。

以上で説明を終わります。

議長 た だいまの 説明に関し て、現 地調査を行った委員から補足説明があ

りましたらお願いいたします。

菅原委員 現 地調査し た結果、事 務局の 説明通り特に問題は無く、許可相当で

あると判断できます。

議長 議案第２号について、質疑を許します。

質疑ございませんか。

各委員 （異議なしの声）

議長 質 疑 が あ り ま せ ん の で ､議 案 第 ２ 号 は 原 案 の と お り 許 可 相 当 と し て

県知事に意見を送付いたします。

続 きまして 、報告事項 、農地 の転用事実に関する照会等５件、農業

生産法人報告書の届出についてがあります。

事務局より、説明願います。

事務局 農 地の転用 事実に関す る照会 等、報告事項５件及び農業生産法人報

告書についてご説明いたします。

報 告第１号 申請地大字 関根字北関根９３番２他１筆、面積合計５，５

８３㎡についてであります。

調 査につい ては、７月 ９日杉山武美委員、蛯名委員、事務局で調査し

た結 果、相当 年数以前に 植林され伐採はされたが抜根されておらず、農

地として著しく復元困難なため非農地と回答いたしました。

報 告第２号 非農地証明 について申請地大畑町佐助川１５番１、面積２

６７㎡についてであります。
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調 査につい ては、７月 １１日本山委員、畑中重宏委員、事務局で調査

した 結果、相 当年数耕作 されておらず原野山林化しており、農地として

復元 困難で、 農地として 復元しても継続して利用することができないと

見込まれるため非農地と回答いたしました。

報 告第３号 農地の転用 事実に関する照会について、申請地大字関根字

水川目４２４番２他１筆、面積合計９，０３６㎡についてであります。

調査については、７月１８日蛯名委員、杉山武美委員、畑中重宏委員、

事務局で調査した結果、相当年数耕作されておらず原野山林化しており、

農地として著しく復元困難なため非農地と回答いたしました。

報 告第４号 農地の転用 事実に関する照会について、申請地川内町高野

川１０４番５５他３筆、面積合計４，４１６㎡についてであります。

調 査につい ては、７月 ２３日村口鉄雄委員、村口利光委員、事務局で

調査 した結果 、相当年数 耕作されておらず現地到達できないほど山林化

しており、農地として著しく復元困難なため非農地と回答いたしました。

報 告第５号 農地の転用 事実に関する照会について、申請地大畑町上野

８７番、面積１，４３１㎡についてであります。

調査については、７月３１日畑中光政委員、柏谷委員、畑中重宏委員、

事務局で調査した結果、相当年数耕作されておらず原野山林化しており、

農地 として復 元困難で、 農地として復元しても継続して利用することが

できないと見込まれるため非農地と回答いたしました。

農業生産法人報告書についてご説明いたします。

農 地法第６ 条第１項に より、農業生産法人報告書の届出がありました

ので 、法人の 形態要件、 事業要件、構成要件等を確認しましたところ、

農業 生産法人 要件確認書 のとおり、適正であることを報告いたします。

以上で説明を終わります。

議長 これで、報告事項を終わります。

以上で、本日の議案審議及び報告事項はすべて終了しました。

これをもちまして、むつ市農業委員会第７１１回総会を閉会します。

１０．会議録署名委員

会議録署名委員 坂 本 正 一

会議録署名委員 畑 中 光 政


